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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県予算規則の一部を改正する規則（※） （財政課取扱い）１

鹿児島県予算規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月31日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第44号

鹿児島県予算規則の一部を改正する規則

鹿児島県予算規則（昭和38年鹿児島県規則第118号）の一部を次のように改正する。

第23条を第24条とし，第22条の次に次の１条を加える。

（財務会計システムによる事務処理）

第23条 第10条第１項及び第３項，第11条第１項並びに第12条第１項（歳出予算に係る部分に

限る。）の規定による事務手続については，この規則の規定にかかわらず，財務会計システム

（予算及び会計に係る事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）

を使用して行わなければならない。

２ 第11条の２第２項，第17条第１項及び第３項並びに第18条の規定による事務手続について

は，この規則の規定にかかわらず，財務会計システムを使用して行うことができる。

３ この規則の規定により作成し，又は保存することとされている計画書，配当書，移替え書，

令達書，計算書その他の証拠書類等（以下この項において「書類等」という。）のうち，財務

会計システムを使用して行つた事務手続に係る書類等については，当該書類等に記載すべき

事項を記録した電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ

とができない方式で作られる記録であつて，電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。以下この項において同じ。）の作成又は保存をもつて，当該書類等の作成又は保存に

代えることができる。この場合において，当該電磁的記録は，当該書類とみなす。

別記第１号様式から別記第３号様式までを次のように改める。
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別記

第１号様式（第10条関係）

歳 入 予 算 執 行 計 画 書

年度

年 月 日作成

頁

会計

所属

（単位：千円）

細 当初予算額 歳入予算の収入計画
細

款 項 目 節 々 名 称 補正予算額 第 １ 第 ２ 第 ３ 第 ４ ４・５ 備 考
節

節 予算現額 四半期 四半期 四半期 四半期 月

予算

調定

収入

予算

調定

収入

予算

調定

収入

予算

調定

収入

予算

調定

収入

予算

調定

収入
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第１号様式の２（第10条関係）

歳 出 予 算 執 行 計 画 書

年度

年 月 日作成

頁

会計

事業

所属

（単位：千円）

細 当初予算額 支出（負担行為）計画
細

節 々 名 称 補正予算額 第 １ 第 ２ 第 ３ 第 ４ 配 当 備 考
節

節 予算現額 四半期 四半期 四半期 四半期 保 留

予算

負担

支出

予算

負担

支出

予算

負担

支出

予算

負担

支出

予算

負担

支出

予算

負担

支出
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第２号様式（第11条関係）

歳 出 予 算 配 当 書

年 月 日作成

頁

殿

総務部長

下記のとおり配当したので通知します。

記

（単位：千円）

年度 会計 年 月 日配当

款～事業 事業名 節～細々節 細節・細々節名称 予算現額 予算配当額 今回配当額

会 計 合 計
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第３号様式（第11条の２関係）

歳 出 予 算 移 替 え 書 伝票番号 －

年度 会計

合 議 欄

移 替 日 年 月 日

決 裁 区 分

増額する科目（先） 減額する科目（元）

所 属

予 算 区 分

款

項

目

節

細節

細々節

予算現額（前額） 円 円

予算現額（後額） 円 円

負 担 行 為 額 円 円

予算残額（前額） 円 円

予算残額（後額） 円 円

億 万 円

金額

理

由

備

考

上記のとおり歳出予算を移し替えてよろしいですか。
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別記第５号様式を次のように改める。

第５号様式（第12条関係）

歳 出 予 算 令 達 書 伝票番号 －

年度 会計 所属

起 票 日 年 月 日 確定日 年 月 日

決 裁 区 分

増額する科目 減額する科目

所 属

予 算 区 分

款

項

目

節

細節

細々節

予算現額（前額） 円 円

予算現額（後額） 円 円

負 担 行 為 額 円 円

予算残額（前額） 円 円

予算残額（後額） 円 円

億 万 円

金額

理

由

備

考

上記のとおり予算の令達を決定したので通知します。
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別記第７号様式及び別記第７号様式の２を次のように改める。

第７号様式（第14条―第16条関係）

総 務 部 長
殿

会計管理者

部局長

歳入予算繰越確定額通知書

主管課担当印

繰越確定額の主務課別・科目別金額は，次のとおりです。

（単位：千円）

予 算 主 務 課 通 知 年 月 日

年 月 日

年 度 会 計 区 分 予 算 区 分 歳入予算繰越額総計

款 項 目 節 細節 科 目 名 歳入予算繰越確定額
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第７号様式の２（第14条―第16条関係）

総 務 部 長
殿

会計管理者

部局長

歳出予算繰越確定額通知書

主管課担当印

繰越確定額の主務課別・科目別金額は，次のとおりです。

（単位：千円）

予 算 主 務 課 通 知 年 月 日

年 月 日

年 度 会 計 区 分 予 算 区 分 歳出予算繰越額総計

款 項 目

科目コード
科 目 名 歳出予算繰越確定額

事業 節 細節
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別記第10号様式及び別記第11号様式を次のように改める。
第10号様式（第17条関係）

歳 出 予 算 流 用 計 算 書 伝票番号 －

年度 会計 所属

合 議 欄

起 票 日 年 月 日

決 裁 区 分

増額する科目（先） 減額する科目（元）

所 属

予 算 区 分

款

項

目

節

細節

細々節

予算現額（前額） 円 円

予算現額（後額） 円 円

負 担 行 為 額 円 円

予算残額（前額） 円 円

予算残額（後額） 円 円

億 万 円

金額

理

由

備

考

上記のとおり歳出予算を流用してよいか伺います。
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第11号様式（第18条関係）

予 備 費 充 用 計 算 書 伝票番号 －

年度 会計 所属

合 議 欄

起 票 日 年 月 日

決 裁 区 分

増額する科目（先） 減額する科目（元）

所 属

予 算 区 分

款

項

目

節

細節

細々節

予算現額（前額） 円 円

予算現額（後額） 円 円

負 担 行 為 額 円 円

予算残額（前額） 円 円

予算残額（後額） 円 円

億 万 円

金額

理

由

備

考

上記のとおり予備費充用してよいか伺います。

附 則

１ この規則は，令和８年４月１日から施行する。

２ 改正後の鹿児島県予算規則の規定は，令和８年度の予算及び決算から適用し，令和７年度

の予算及び決算については，なお従前の例による。


